
市報くまがや 

▲たくさんの感動をありがとう！
　ラグビーワールドカップ2019™日本大会が開催さ
れ、熊谷では3試合が行われました。
　熊谷ラグビー場やファンゾーン会場は多くの人でに
ぎわい、選手の好プレーのたび、大歓声が沸き起こり
ました。

お知らせします。平成 30 年度決算　　　　　　　　　　P4

●熊谷市役所（本庁舎）　　　　〒360-8601　宮町 2-47-1　TEL 048-524-1111
●大里庁舎・大里行政センター　〒360-0195　中曽根654-1　TEL 0493-39-0311
●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒360-0292　弥藤吾2450　TEL 048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒360-0192　江南中央1-1　TEL 048-536-1521

熊谷市役所 検索熊谷市ホームページ http://www.city.kumagaya.lg.jp/

※市が行う催しについて、

手話通訳が必要な方は、

各担当課にお問い合わ

せください。

【特集】
第9回
全国ご当地うどんサミット2019in熊谷 P2



とき　11月16 日（土）・17 日（日）　
　　　10:00 〜 16:00（投票は 17 日〈日〉の 14:00 まで）
ところ　熊谷スポーツ文化公園　にぎわい広場

全国のご当地うどんが熊谷に集結！

　　　　　　　　　　　　　　

　麦栽培の中興の祖である麦
ばく

王
おう

（麦翁）権田愛三の出身
地・熊谷から国産小麦の普及啓発を目的とし、熊谷市
では2017年から3年連続開催として始まり、今年が
最後の年となります。
　昨年は32店舗が参加する中、地元「熊谷うどん」が
堂々のグランプリを受賞！今回は30店舗が出店し、皆
さんの投票でグランプリを決定します。

　　　　　　　　　　　　　　

　うどんサミットでは、「うどんチケット＆投票券」を購入
し、うどん1杯と交換するチケット制を採用しています。
ちょっとお得な前売券も販売中です。販売場所など詳し
くは右のコードをご覧ください。
販売場所　熊谷商工会議所ほか12か所
前売券 1,100 円（税込み）うどん1杯×3枚つづり
当日券1,200円（税込み）

1 北海道純雪うどん 北海道 11 加須うどん 加須市 21 ガマゴリうどん 愛知県

2 岩手のじゃじゃ麺 岩手県 12 こうのす川幅うどん 鴻巣市 22 伊勢うどん 三重県

3 気仙沼ふかひれうどん 宮城県 13 武州煮ぼうとう 深谷市 23 その手は桑名の焼うどん 三重県

4 稲庭うどん 秋田県 14 埼玉名物肉汁うどん 蓮田市 24 近江牛うどん 滋賀県

5 伝承の食文化「ひっぱりうどん」 山形県 15 きのこたっぷり肉うどん 長瀞町 25 66近江牛かすうどん 滋賀県

6 山形肉うどん 山形県 16 武蔵野うどん　炙りチャーシュー釜玉 東京都 26 大阪名物たこやきかすうどん 大阪府

7 コラーゲンたっぷり塩ホルモンうどん 茨城県 17 津久井城釜揚うどん 神奈川県 27 本場さぬきうどん 香川県

8 上州牛の炙り釜玉 群馬県 18 温泉玉子と味付けかしわ肉のうどん 石川県 28 五島鯛味噌あごだしうどん 長崎県

9 水沢うどん 群馬県 19 吉田うどん 山梨県 29 熊本馬肉うどんよも麺 熊本県

10 おっきりこみ 群馬県 20 台湾まぜうどん 愛知県 30 熊谷うどん 熊谷市

うどんサミットとは？ 「うどんチケット」前売券販売中！

埼
玉
県
民
は

う
ど
ん
が

好
き
だ
！

※会場までのアクセスは 3 ページをご覧ください。

◆全国ご当地うどんサミット in 熊谷

　実行委員会事務局　TEL 048-579-5701
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　新鮮でおいしい旬の地元農産物や、地元農産物を
使った料理の販売、商工業関連の展示や販売などが
あります。また、市内農家の皆さんが丹精込めて作っ
た農産物が勢ぞろいする農産物共進会もあります。
と　き　11月16日（土）・17日（日）　
　　　　10:00～16:00
ところ　熊谷スポーツ文化公園
　　　　（にぎわい広場・陸上競技場）
※詳しくは、パンフレットをご覧ください。
◆農業振興課（妻沼庁舎）　 TEL 048-588-1321

同 時 開 催 イ べ ン ト

第15回熊谷市産業祭
　市内小学校対抗リレーやタグラグビー大会など、この
日のために練習してきた子どもたちの熱戦が繰り広げら
れます。
11月16日（土）　小学生リレーカーニバル（リレー、駅伝）、
フラダンス、民踊、キッズダンス、鳴子踊りなど
11月17日（日）　小学校区対抗長縄跳び大会、小学生
タグラグビー大会など
※23日（土・祝）は小学生タグラグビー大会決勝を開催

ところ　熊谷スポーツ文化公園
◆（公財）熊谷市体育協会　 TEL 048-525-6463

イベント期間中の会場までのアクセス
　11月16日（土）・17日（日）の熊谷スポーツ文化公園では、産業祭、全国ご当地うどんサミット、スポレクフェスティ
バルが同日開催のほか、全国高等学校ラグビーフットボール埼玉県大会決勝（16日）、くまがや交通安全フェア（17日）
なども開催されます。渋滞および近隣トラブル発生を防ぐため、下記の公共交通機関等をご利用ください。

○熊谷スポーツ文化公園駐車場は、満車になった時点で一旦閉鎖します。
○会場付近の駐車待ちはできませんので、通過を誘導させていただきます。
○駐車場の開放は、一定台数の駐車が可能になった場合、時刻不確定で行います。
　（開放が多くなる13時以降に、「今ならとめやすい」情報をFMクマガヤ（87.6メガ
ヘルツ）、うどんサミットホームページで発信します）

○会場付近道路の駐車はご遠慮ください。

注
意

第15 回スポレクフェスティバル

無料駐車場
（利根川河川敷）
カーナビ設定：利根川

総合運動場
葛和田サッカー場

埼玉りそな銀行
熊谷駅前支店前発

熊谷駅正面口
2 番乗り場　犬塚行き
3 番乗り場　くまがや
　　　　　　ドーム行き

熊谷ラグビー場入口に設置する
ゾーンで同乗者は降車

会場直行無料バス15分間隔で運行

最短10分間隔で運行
※乗車待ちが発生することがあります。

※犬塚行きは陸上競技場前下車
※くまがやドーム行きは終点下車

運賃：210円

渋滞を気にせず秋のさわやかな風を受けながらサイクリング

約15分

約15分

約20分

自家用車

会場直行
無料バス

路線バス

自転車

熊
谷
ス
ポ
ー
ツ
文
化
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一般会計 決算額
歳　入① 695 億 7,608 万円
歳　出② 648 億 2,689 万円

歳入歳出差引額①-②=③ 47 億 4,919 万円
翌年度へ繰り越すべき財源④ 1億 3,519 万円

実質収支額③-④ 46 億 1,400 万円

一
般
会
計
の
内
訳

市税	
307億9,840万円（44.3％）

繰越金	
61億 8,521万円
（8.9％）

総務費
83億6,252万円（12.9%）

土木費
75億8,785万円（11.7%）

教育費
62億9,378万円（9.7%）

衛生費
52億3,221万円（8.1%）

公債費
45億3,508万円（7.0%）

消防費
26億2,674万円（4.0%）

商工費
16億6,884万円（2.6%）

農林水産業費
11億8,287万円（1.8%）

諸収入 30億2,099万円（4.3％）

議会費	4億3,111万円（0.7%）

労働費 3億8,721万円（0.6%）

民生費
265億1,868万円	
（40.9%）

使用料および手数料	
8 億 2,044万円（1.2％）

分担金および負担金	
8 億 5,253万円（1.2％）

財産収入・寄附金	
4 億 856万円（0.6％）

繰入金
7,717万円（0.1％）

国庫支出金
96億2,021万円
（13.8％）

地方交付税
49億2,774万円（7.2％）

譲与税・交付金
51億8,330万円（7.4％）

県支出金
41億7,023万円（6.0％）

市債
35億1,130万円（5.0％）

会計区分 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額
国民健康保険 199億7,947万円 199億7,947万円 0	

下　　水　 道 35億8,437万円	 32億5,365万円	 3億3,072万円	

公共用地先行取得 4,148万円	 4,148万円	 0	

駐	車	場	事	業 8,095万円	 8,095万円	 0	

土地区画整理事業 21億3,922万円	 17億7,689万円	 3億6,233万円	

農業集落排水事業 3億8,680万円	 3億8,680万円	 0	

後期高齢者医療 21億9,955万円	 21億6,920万円	 3,035万円	

		合　　　計 284億1,184万円 276億8,844万円 7億2,340万円

特
別
会
計
の
内
訳

市債残高の推移 ( 一般会計＋特別会計 )

0

200

400

600

800
(億円)

(年度末)

601億
6,468万円

578億
9,716万円

558億
9,831万円

536億
5,496万円

518億
6,564万円

H26年 H27年 H28年 H29年 H30年

※下水道特別会計は、令和元年度から公営企業会計に移行しました。
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道路整備事業（繰越明許分含む）　　　　　　　　　
第2北大通線道路改良事業（繰越明許分含む）　　　
熊谷駅正面口駅前広場改修事業
市道136号線道路改良事業（繰越明許分含む）
市役所通線自転車通行環境整備事業
　このほか、通学路交通安全対策事業、熊谷駅正面口駅
前広場デジタルサイネージ設置事業、ブロック塀等撤去・
生け垣設置奨励補助事業などを執行しました。

土木費

予防接種事業　　　　　　　　　　　　　　　	
健康増進事業　　　　　　　　　　　　　　　	
母子保健事業
ＰＣＢ廃棄物処理事業　　　　　　　　　　　　
「総合戦略」スマートハウス補助事業　　　　　	 	
　このほか、「総合戦略」早期不妊検査費助成事業、ご
み減量対策事業、「暑さ対策」トイレの中から暑さ対策
事業などを執行しました。

生活保護事業　　　　　　　　　　
障害者自立支援給付事業　　　　　　	　	
保育所管理運営経費　　　　　　　		
児童手当等支給事業　　　　　　
児童扶養手当等支給事業　　　　　　　
　このほか、「総合戦略」こども医療費助成事業、放課後
児童対策事業、安全なまち推進事業、「総合戦略」子育
て世代包括支援センター運営事業などを執行しました。

ラグビーワールドカップ推進事業
総合交通体系整備促進事業
ラグビーロード整備事業
　このほか、アセットマネジメント計画策定事業、ユニ
バーサルデザインタクシー補助事業、「暑さ対策」ポー
タルサイト開設事業などを執行しました。

小学校・中学校トイレ整備事業　　　　　　　　	
小学校・中学校校舎大規模改造事業　　　　　　　
就園奨励事業　　　　　　　　　　　　　　　　	
「総合戦略」英語教育推進事業　　　　　　　　　　		
　このほか、「総合戦略」学習支援充実くまなびスクー
ル事業、ラグビーワールドカップ2019記念給食事業
などを執行しました。

高機能消防指令センター総合整備事業　　　			
消防水利整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　
防災のまちづくり事業

「総合戦略」中小企業融資あっせん事業　　　		　　　　　
「総合戦略」企業誘致推進事業　　　　　　　　　　　　
「総合戦略」まち元気・熊谷市商品券発行事業	
聖天山歴史探訪トイレ整備事業

多面的機能支援事業																		　	　　	
ほ場整備事業　　　	　　　　　　　	　　	 	
産地づくり対策事業

平成 30 年度の主なお金の使いみち 歳出(一般会計 )の主な事業を紹介します。

「総合戦略」子育て世代
包括支援センター運営事業

熊谷駅正面口駅前広場
改修事業 第2北大通線道路改良事業

安全なまち推進事業

民生費 総務費

教育費

衛生費

商工費

農林水産業費

消防費

40億8,296万円
30億3,621	万円
29億9,611	万円
28億　	513万円
		6億8,421万円

8億1,045万円
1億1,065万円

4,197万円

ラグビーワールドカップ
推進事業（輸送テストの様子）

ユニバーサルデザイン
タクシー補助事業

小学校・中学校校舎大規模改造事業

※市の財政状況を分かりやすくお知らせするため、決
算にかかる財務書類（貸借対照表・行政コスト計算
書・純資産変動計算書・資金収支計算書など）を作
成しています。詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。
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3億5,925万円
3億5,639万円
3億2,846万円
1億 9,514万円
1億		1,849万円

11億 2,162万円
	2億 5,118 万円
		1億 7,182万円
		1億 1,633万円

4億9,418万円
3億8,342万円
1億4,685万円
5,526万円
2,750万円

　	2億 4,840万円
6,026万円
2,411万円

7億6,165万円
2億1,946万円
1億2,588万円
4,516万円

1億7,816万円
5,118万円
1,194万円



H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

　熊谷市 66.0 55.4 51.9 31.4 16.7

　県平均 87.3 78.6 72.8 61.0 50.3 41.4 34.2 31.5 24.3 20.1 19.9 16.3

　全国平均 110.4 100.9 92.8 79.7 69.2 60.0 51.0 45.8 38.9 34.5 33.7 28.9

※	早期健全化基準　350.0％
※	H30の県平均・全国平均は速報値であり、数値が変更になる場合
　があります。

健全な財政運営を行っています～熊谷市の財政状況～
　健全で持続可能な財政状況を継続するためには、市の借金である市債に過度に頼ることのない、身の丈にあっ
た財政運営が大切です。今回は、市の財政状況の健全度を診断する健全化判断比率等をお知らせします。　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　◆財政課　TEL 内線 240

　財政状況が特に悪い地方自治体を早期に発見し、手
遅れにならないうちに対策を促すため、「財政健全化法」
によって、地方自治体は赤字や借金の状況などを示す
健全化判断比率等を議会や市民の皆さんに公表するよ
う義務付けられています。
　健全化判断比率等には、「実質赤字比率」「連結実質
赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」「資金
不足比率」の５つの指標があります。
　早期健全化基準・財政再生基準がそれぞれ設定され、
危険度の目安とされています。本市はいずれの指標も
基準を大きく下回っており、「健全段階」にあります。
※健全化判断比率等についての詳しい内容は、市ホーム
　ページでも公表しています。

健全化判断比率等とは？
　市が将来負担することになる市債の残高等が、市税な
どの経常的な歳入に対してどの程度であるかを示す指標
です。この数値が大きくなると、将来、財政を圧迫する
可能性が高いということになります。
　平成24～30年度の本市は、将来負担額よりも、将
来負担額に充当できる地方交付税や基金などの金額の方
が大きいため、将来負担比率は算定されませんでした。
これは、継続して市債の残高を減らしていることなどが
要因です。

将来負担比率

実質公債費比率
　市債の償還金である公債費等の負担が、市税などの経
常的な歳入に対してどの程度であったかを示す指標です。
この数値が大きいほど、返済の資金繰りが厳しいという
ことになります。

実質赤字比率・連結実質赤字比率・
資金不足比率

　それぞれの対象の範囲が赤字だった場合に算定される
指標です。本市では、黒字（または資金不足なし）が続
いているため比率は算定されていません。

　現在の市の財政状況は、経費の削減や市債残高の削減等の効果により、
将来世代への負担が少ない健全な状態であるといえます。しかし、人口減少
社会を迎える中、社会保障費の増大や公共施設の老朽化対策など、様々な
課題を抱えており、今後の市の財政を取り巻く状況は、大変厳しくなること
が予想されます。こうした中でも、市の財政のバランスを崩すことなく、市
民の皆さんが安心して生活できるよう、引き続き健全な財政運営に努めてい
きます。

実質公債費比率の推移
この数値が大きいほど、返済の資金繰りが厳しい

将来負担比率の推移
この数値が大きくなると、将来、財政を圧迫する可能性が高い

単位：％

単位：％

全国平均

県平均

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

　熊谷市 9.6 9.1 8.7 8.6 8.0 6.9 5.4 3.4 2.1 1.2 1.2 1.0

　県平均 10.0 9.7 9.1 8.2 7.3 6.6 6.1 5.4 4.9 4.6 4.7 4.8

　全国平均 12.3 11.8 11.2 10.5 9.9 9.2 8.6 8.0 7.4 6.9 6.4 6.1

※	早期健全化基準　25.0%　財政再生基準　35.0%
※	H30の県平均・全国平均は速報値であり、数値が変更になる場合
　があります。
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※掲載内容について、詳しくは市ホームページまたは◆の問合せ先まで。 6令和元年（2019）11月市報くまがや



国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
〜交通事故などに遭ったら届出を〜

　交通事故など第三者（加害者）から傷害を受けた場合、その治
療費は加害者が負担します。
　しかし実際には、治療費が多額になることも考えられ、また
加害者との示談が長引くこともありますので、一旦国民健康保
険・後期高齢者医療制度を使って治療を受けられます。このよ
うに交通事故など第三者（加害者）から受けた傷害の治療に国民
健康保険・後期高齢者医療制度を使用する場合には、必ず届出
をしてください。国民健康保険・後期高齢者医療制度を使って
治療を受けた場合、保険者が一時立替払をした額は後から加害
者に請求します。なお、加害者が自動車保険に加入している場
合には、その保険会社に請求することもあります。
届出に必要なもの
①第三者行為による被害届等（窓口配布・ホームページ・郵送）
②ご加入の保険の被保険者証（国民健康保険被保険者証また
は後期高齢者医療被保険者証）

③印鑑（朱肉を使用するもの）
④マイナンバーを確認できるもの
　（個人番号カード等）

⑤本人確認ができるもの（免許証等）
⑥交通事故証明書（交通事故の場合）
国民健康保険・後期高齢者医療制度を使って
治療を受けられない場合
①飲酒運転、無免許運転による事故等、自己の故意の犯罪
行為による負傷の場合

②第三者（加害者）から治療費の全額を受け取っている場合
③労災保険の対象となる場合
示談の前にご連絡を
　加害者と示談を結ぶ前に、必ずご連絡ください。
　先に示談を結んでしまいますと、示談の内容によっては、
国民健康保険・後期高齢者医療制度を使って治療を受けら
れなくなるなど、思わぬトラブルになる場合がありますの
で、ご注意ください。
　また、後遺症などの治療も対象になりますので、示談を
結ぶときは、ご注意ください。

市政ワイド

国民健康保険特別会計決算 　　　　　　
　　　　　　　　◆保険年金課　TEL内線 276

諸収入等	
113,429,443円（0.6%）

諸支出金等
422,039,020円（2.1%）

国民健康保険事業費納付金
5,001,297,543円
（25.0%）

保健事業費
272,191,254円	
（1.4%）

保険給付費
14,085,964,779円（70.5%）

繰入金
1,746,318,824円
（8.7%）

県支出金
14,290,700,698円
（71.5%）

国庫支出金
234,000円（0.1%未満）

国民健康保険税
3,828,784,218 円	
（19.2%） 総務費

197,974,587 円	
（1.0%）

歳出総額 19,979,467,183 円歳入総額 19,979,467,183 円 

歳
　
入

項　目 平成30年度 構成比
国民健康保険税 3,828,784,218円	 19.2%

国庫支出金 234,000円	 ※0.0%

県支出金 14,290,700,698円	 71.5%

繰入金 1,746,318,824円	 8.7%

諸収入等 113,429,443円	 0.6%

歳入合計 19,979,467,183円	 100.0%

歳
　
出

項　目 平成30年度 構成比
総務費 197,974,587円	 1.0%

保険給付費 14,085,964,779円	 70.5%

国民健康保険事業費納付金 5,001,297,543円	 25.0%

保健事業費 272,191,254円	 1.4%

諸支出金等 422,039,020円	 2.1%

歳出合計 19,979,467,183円	 100.0%

※0.0%は0.1%未満

◆保険年金課　国民健康保険　　 TEL内線279
　　　　　　　後期高齢者医療　 TEL内線302
◆各行政センター市民担当係　　　　

　平成 30年度国民健康保険特別会計決算の内容についてお知らせします。なお、平成30年度から国民健康
保険の都道府県単位化に伴い、予算の構成に変更があったため、表中の「対前年度増減費」は省略します。

歳入 歳出

※掲載内容について、詳しくは市ホームページまたは◆の問合せ先まで。7 令和元年（2019）11月市報くまがや



●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒360-0292　弥藤吾2450　 TEL 048-588-1321　　
●江南庁舎・江南行政センター　〒360-0192　江南中央1-1　TEL 048-536-1521 市政ワイド

※掲載内容について、詳しくは市ホームページまたは◆の問合せ先まで。

　子育て中の方へ

　地域の方へ

身体的虐待
　なぐる、蹴る、落とす、激しく揺する、戸外に締め出すなど
性的虐待
　性的行為の強要、性器や性交を見せる、裸にして写真
やビデオを撮るなど
心理的虐待
　暴言、脅し、無視、子どもの目の前でのドメスティック・
バイオレンス（ＤＶ）など　
ネグレクト（養育の拒否・怠慢）
　食事を与えない、医者へ連れて行かない、学校へ行か
せない、乳幼児を家や車に置き去りにするなど

児童虐待の種類は次の４つに分類されます

　子どもを虐待から守るには、早期発見、早期対応が重要です。「児童虐待かも？」と思ったら迷わず下記へ連絡し
てください。

◆子どもあんしんダイヤル　　
　TEL 048-527-2700 家庭児童相談室（こども課内）
◆埼玉県熊谷児童相談所　　　TEL 048-521-4152　
◆児童相談所全国共通ダイヤル　 TEL 1

いち

8
はや

9
く

※休日夜間児童虐待通報ダイヤル　 TEL 048-779-1154
　虐待緊急通報先として、埼玉県で専用電話を設置して
います。（平日の18:15～翌日8:30、土･日曜日と祝日
は24時間対応）　　　　 		

　虐待によって、子どもの命が奪われる痛ましい事件が後を絶ちません。平成 30 年度の全国児童相談所の児童虐待
相談対応件数は、159,850 件で過去最多となっています。
　地域の方々の温かいまなざしと行動が、子どもを虐待から守ります。子どもの命を守るため、皆様のご協力をお願
いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆こども課　 TEL内線255

　未来を担う子どもたちが健やかに育ち、豊かな人間に
成長していくことは、私たちみんなの願いです。 
　青少年が健やかに育つためには、青少年自身の努力と
ともに、家庭・地域・社会の連携、協力が大切です。
　子どもは、親や家族との愛情による「きずな」を基礎
にして、人に対する基本的な信頼関係や倫理観、自立心
を身につけていきます。
　学校をはじめ、地域や社会など、全ての大人は、青少
年が健全に成長する環境をつくる責任があります。 
　そして、当然青少年自身にも自分を大切にし、健全な
社会人となる責任があります。 
　青少年は自分自身のために、家庭や地域は子どもたち
みんなの健やかな成長のために、それぞれができること
を考え、実行していきましょう。

子どもたちが健やかに
成長するための基盤は家庭です
　家庭でのしつけやふれあい、話合いや相談ができる信
頼関係などを再確認しましょう。

青少年のために地域・社会で取り組みましょう
　模範を示して社会の基本的ルールを伝えるとともに、
一人ひとりがそれぞれの立場で、青少年が健やかに育つ
ための行動に積極的に取り組みましょう。
　様々な体験ができる場を設けるなど、青少年を見守り、
励まし、必要な時は注意をし、有害な情報や犯罪から守
りましょう。

青少年の皆さんは社会の一員です
　甘い誘惑に惑わされず、将来を考え自分を大切にしま
しょう。不安なときや迷い・悩みがあるときは、周りの
大人に相談しましょう。自然体験や職業体験などに積極
的に参加し、自分の可能性を引き出しましょう。
　人を傷つけると、自分も傷つきます。社会のルールや
マナーを守り、社会の一員としての責任を自ら果たしま
しょう。　　　　　　　　　　◆こども課　 TEL 内線 255

11 月は「子ども・若者育成支援強調月間」です

『189（いちはやく）　ちいさな命に　待ったなし』
ＳＴＯＰ！児童虐待　～ 11 月は児童虐待防止推進月間です～

　子育てには不安がつきもので
す。子育ての悩みを一人で抱え
込まないようにしましょう。身
近に話し相手がいない場合は、
市の家庭児童相談室でもお話を
伺います。電話相談は下記へ。

　挨拶や声掛けなどにより子育て中の家庭が孤立しな
いように見守ってください。
　｢もしかしたら虐待かな？｣ と感じたら、迷わず下記
までお知らせください。（秘密は守ります）
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●熊谷市役所（本庁舎）　　　　〒360-8601　宮町 2-47-1　　TEL 048-524-1111　　
●大里庁舎・大里行政センター　〒360-0195　中曽根654-1　TEL 0493-39-0311市政ワイド

※掲載内容について、詳しくは市ホームページまたは◆の問合せ先まで。

11月 9 日（土）〜15 日（金）は秋季全国火災予防運動
2019 年度全国統一防火標語
ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心
住宅防火 いのちを守る 3 つの習慣・4 つの対策
3 つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4 つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、

防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設

置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の

協力体制をつくる。
◆消防本部予防課  TEL 048-501-0118

第 20 回消防フェア
とき　11月10 日（日）9:30 ～12:00
ところ　消防本部庁舎（原島 675-1）
内容　初期消火体験、はしご車搭乗体験（当日抽選）、消
防音楽隊ミニコンサートなど
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関等をご利

用ください。
◆熊谷消防署　 TEL 048-501-0120

秋季消防総合演習（旧秋季訓練非常招集）
とき　11月10 日（日）7:30 ～ 9:00
ところ　大里行政センター
※当日は消防車がサイレンを鳴らし出動しますので、ご

理解とご協力をお願いします。
◆熊谷消防署　 TEL 048-501-0120

消防特別点検
　火災から尊い命や財産を守るため、34 台の消防車と
約 500 人の消防団員が参加して服装点検、消防操法訓
練および一斉放水訓練等を行います。
とき　11月16 日（土）8:00 ～
ところ　熊谷荒川緑地運動広場 2（荒川大橋上流）
◆消防本部警防課　 TEL 048-501-0117

住宅用火災警報器の設置・点検
をお願いします
　火災をいち早く知らせる住宅用火災
警報器は、住宅火災による死者を減ら
す切り札です。必ず設置しましょう。
　平成 20 年に設置が義務化されてか
ら10年以上経過しています。定期的に作動確認を実施し、
電池切れの場合は、新しい電池に交換してください。
　また、製造から 10 年以上経過している場合は、本体
の交換をお勧めします。
◆消防本部予防課　 TEL 048-501-0118

　公益財団法人どうぶつ基金の協力を得て「飼い主のい
ない猫対策事業」を行っています。飼い主のいない猫が
無秩序に増えてしまうと、生活環境の悪化につながりま
す。また、殺処分となってしまう猫も増えてしまいます。
生活環境と飼い主のいない猫の命を守るためにも、不妊
手術のご協力をお願いします。
　「無料不妊手術チケット」のご利用方法は、右記コード
をご参照ください。また、猫の捕獲器の無料貸出しも行っ
ています。

※捕獲器の貸出しは、不妊手術実施の目的の
　場合に限ります。
※猫を飼う際は屋内飼育を勧めています。
※動物への虐待・遺棄は犯罪です。絶対にや
　めましょう。

　キャンペーン実施店舗の実施日にマイバッグを利用し、
1,000 円以上のお買物をした方に、お一人様一回限り、マ
イボトルまたは水切りグッズ等を差し上げます。（各店舗
100 個、先着順、配布基準有り）

　また、インクカートリッジを持参していただいた方に別
途水切りグッズ等を差し上げます。
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、下記へお問い

合わせください。（各店舗へのお問合せはご遠慮ください）

「飼い主のいない猫」を増やさないために

熊谷市認定エコショップでキャンペーンを実施します！

消防本部からのお知らせ

捕獲して 不妊手術をしてサクラ耳カット 元の場所に戻す
©公益財団法人どうぶつ募金

◆環境推進課（江南庁舎）　 TEL 048-536-1565

◆環境推進課（江南庁舎）　 TEL 048-536-1549

市ホームページ

実施日 時間 実施店舗（敬称略）
11/13（水） 9:30～ 11:00 いなげや大里江南店
14（木） 13:30 ～ 15:00 カスミ妻沼店
19（火） 10:00 ～ 11:30 コープみらい熊谷店
20（水） 9:30～ 11:00 ベルク佐谷田店
27（水） 9:30～ 11:00 ベルクかごはら南店
27（水） 13:00 ～ 14:30 ベルク赤城町店

※全日程とも雨天決行

マイボトル配布基準
実施店舗でマイバッグ（レジ袋の
再利用不可）を利用し、実施日当日
1,000 円以上お買物をした場合
水切りグッズ等配布基準
インクカートリッジ１個以上持参 マイボトルイメージ
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●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒360-0292　弥藤吾2450　 TEL 048-588-1321　　
●江南庁舎・江南行政センター　〒360-0192　江南中央1-1　TEL 048-536-1521 市政ワイド

　令和 2 年 4 月から入室を希望する小学１～ 6 年生ま
での申込み受付を下記のとおり実施します。
申込期間　12 月 2 日（月）～14 日（土）（日曜日を除く）
申込方法　児童クラブ入室申込書、勤務証明書など必要
な書類をそろえ、入室を希望する児童クラブへ児童の保護
者が申請してください。（受付時に、聞き取りを行います）
※三尻児童クラブの受付は、保育課等で行います。詳し

くは、右記にお問い合わせください。

※申請に必要な書類は、各児童クラブ、保育課、市ホー
ムページにあります。

※児童クラブの入室は、申請書類をもとに審査を行い決
定します。審査結果は、令和2年2月上旬に通知します。

※申請状況等により、お申し込みいただいても入室でき
ない場合がありますのでご了承ください。

　　　　　　　 　　　　　　◆保育課　 TEL 内線 296

　令和 2 年度 4 月からの入所（園）を希望される方の申
込受付を行っています。
郵送の場合
11月15 日（金）までに保育課へ。（必着）
持込みの場合
11月15 日（金）までに持込み。
※持込みの場合、希望施設により、持込み日時・場所の

指定があります。持込みスケジュールについては、市
報 10 月号または上記コードから市ホームページをご
確認ください。

※その他、入所（園）資格、必要書類等についても同様に
ご確認ください。

※入所希望のお子さんにアレルギー、発達遅滞、障害等
がある場合は、詳細な聞
き取りをさせていただく
必要がありますので、原
則として持込みによる申
請をお願いします。

◆保育課　 TEL内線 570

市立放課後児童クラブ一覧表

児童クラブ名 定員
(人） 所在地 電話番号 受付

時間

荒川児童クラブ 40 荒川児童館内（河原町2-173） 048-522-0802

平
日
の
9
時
～
15
時

土
曜
日
の
9
時
～
18
時

石原児童クラブ 40 石原児童館内（本石1-10） 048-524-0601

東児童クラブ 40 東児童館内（銀座4-9-6） 048-525-1928

西児童クラブ 40 西児童館内（新堀新田576-1） 048-532-1841

雀宮児童クラブ 40 雀宮児童館内（上之1305-1） 048-521-2673

大幡児童クラブ 40 大幡児童館内（代597-4） 048-525-7710

箱田児童クラブ 40
箱田高齢者･児童ふれあい
センター内（中央1-149）

048-521-8441

妻沼南児童クラブ 40 妻沼児童館内（弥藤吾692-1） 048-589-1621

第2東児童クラブ 40 熊谷東小学校内（末広3-4-1） 048-526-6325

平
日
の
12
時
30
分
～
15
時

土
曜
日
の
9
時
～
15
時

第3東児童クラブ 30 熊谷東小学校内（末広3-4-1） 048-577-4330

第4東児童クラブ 40 熊谷東小学校内（末広3-4-1） 048-525-0185

第2箱田児童クラブ 70 熊谷西小学校内（中央1-1） 048-526-2541

第3箱田児童クラブ 30 熊谷西小学校内（中央1-1） 048-525-1278

第2石原児童クラブ 40 石原小学校内（石原3-1-1） 048-522-6428

第3石原児童クラブ 35 石原小学校内（石原3-1-1） 048-521-3701

第4石原児童クラブ 40 石原小学校内（石原3-1-1） 048-598-3554

第5石原児童クラブ 40 石原小学校内（石原3-1-1） 048-527-1166

成田児童クラブ 70 成田小学校内（上之2810） 048-521-0401

第2大幡児童クラブ 70 大幡小学校内（代681） 048-525-2219

第3大幡児童クラブ 30 大幡小学校内（代681） 048-526-7744

第4大幡児童クラブ 35 大幡小学校内（代681） 048-577-3355

佐谷田児童クラブ 70 佐谷田小学校内（佐谷田1030）048-524-5361

大麻生児童クラブ 40 大麻生小学校内（大麻生51） 048-531-3611

第2大麻生児童クラブ 40 大麻生小学校内（大麻生48-5）048-533-0300

玉井児童クラブ 60 玉井小学校内（高柳116-1） 048-533-2875

児童クラブ名 定員
(人） 所在地 電話番号 受付

時間

第2玉井児童クラブ 35 玉井小学校内（高柳116-1） 048-531-2601

平
日
の
12
時
30
分
～
15
時　

土
曜
日
の
9
時
～
15
時

第3玉井児童クラブ 40 玉井小学校内（高柳116-1） 048-531-0506

久下児童クラブ 30 久下小学校内（久下808） 048-577-6050

南児童クラブ 60 熊谷南小学校内（榎町343） 048-521-1120

中条児童クラブ 30 中条小学校内（上中条892-1） 048-524-3361

吉岡児童クラブ 30 吉岡小学校外	北西側（万吉2104）048-501-6333

別府児童クラブ 40 別府小学校内（西別府29-1） 048-531-3615

第2別府児童クラブ 40 別府小学校内（西別府29-1） 048-578-8289

第3別府児童クラブ 35 別府小学校内（西別府29-1） 令和2年4月開室予定

三尻児童クラブ 65 三尻小学校内（三ヶ尻2862-1）令和2年4月開室予定

奈良児童クラブ 30 奈良小学校内（下奈良561-3） 048-525-6110

籠原児童クラブ 75 籠原小学校内（新堀1143） 048-531-2412

第2籠原児童クラブ 40 籠原小学校内（新堀1165-1） 048-532-8384

第3籠原児童クラブ 40 籠原小学校内（新堀1165-1） 048-533-8250

新堀児童クラブ 40 新堀小学校内（新堀182） 048-533-4562

第2新堀児童クラブ 40 新堀小学校内（新堀182） 048-594-7811

大里さくら児童クラブ 60 吉見小学校内（箕輪7） 0493-39-5570

大里第2さくら児童クラブ 35 市田小学校内（小泉243-1） 048-536-1591

長井児童クラブ 70 長井小学校内（上根358） 048-588-7974

秦児童クラブ 30 秦小学校内（葛和田831） 048-589-3521

妻沼児童クラブ 70 妻沼小学校内（妻沼1492-1） 048-589-3310

太田児童クラブ 35 太田小学校内（八木田5） 048-589-0737

江南南児童クラブ 70 江南南小学校外　東側（須賀広599-1）048-536-0155

第2江南南児童クラブ 30 江南南小学校内（小江川1881） 048-577-5565

江南北児童クラブ 40 江南北小学校外　南東側（成沢62-1）048-536-0510

※受付時間外に申込みを希望される場合は、事前に各児童クラブに連絡の上、ご相談ください。（開室時間中は、対応
可能な場合もあります）

※小学校区に複数の児童クラブがある場合（熊谷東小、熊谷西小、石原小、成田小、大幡小、大麻生小、玉井小、熊谷南小、
別府小、籠原小、新堀小、江南南小）、人数調整等により希望の児童クラブに入室できないことがありますので、あ
らかじめご了承ください。

令和 2 年度　市立児童クラブの入室受付

令和 2 年度　認定こども園、保育所（園）、地域型保育施設 新規入所受付

※掲載内容について、詳しくは市ホームページまたは◆の問合せ先まで。

市ホームページ
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